
学ᰯἲ人ミズモト学園 情報公㛤つ⛬ 
 
㸦㊃᪨㸧 
➨㸯᮲ このつ⛬は、学ᰯἲ人ミズモト学園㸦以下「ᮏ学園」という。㸧が保᭷する情報の公

㛤および㛤♧に㛵し必せな事㡯を定めることにより、ᮏ学園にồめられる♫会ⓗㄝ᫂㈐任を

ᯝたすとともに、公ṇな㐠営を推㐍し、もって教⫱ά動の㉁の向上に㈨することを┠ⓗとす

る。 
㸦定⩏㸧 
➨㸰᮲ このつ⛬において「情報」とは、ᮏ学園において⫋務上作成されまたは取得した文᭩、

グ㘓、図⏬および㟁☢ⓗグ㘓であって、ᮏ学園が⏝いるものとして保᭷しているものをいう。 
㸰 このつ⛬において「公㛤」とはᮏ学園が᭷する情報を⮬主ⓗに公⾲することをいう。 
㸱 このつ⛬において「ᮏ学園」とはᮏ学園がタ⨨する専㛛学ᰯ、ἲ人ᮏ㒊をいう。 
㸦公㛤する情報の⠊囲➼㸧 
➨㸱᮲ ᮏ学園が公㛤する情報は、別⾲に定めるものとする。 
㸰 前㡯に定める情報の公㛤は、ἲ人ᮏ㒊に備えて㜀ぴする方ἲおよびホームページ➼を㏻じ

て⾜なうものとする。 
㸱 前㸰㡯のほか、ᮏ学園のㅖά動について保᭷する情報の公㛤に㛵する⟇の充実に努める

ものとする。 
㸦㛤♧ㄳồ㸧 
➨㸲᮲ 前᮲➨㸯㡯に定める情報以外のものについて、情報の㛤♧をㄳồしようとする⪅㸦以

下「㛤♧ㄳồ⪅」という。㸧はᮏ学園所定のᵝ式㸦以下「情報㛤♧ㄳồ᭩」という。㸧により

㛤♧❆口において、または㒑㏦により提出しなければならない。 
㸰 前㡯に定める㛤♧❆口および㛤♧担当㒊⨫はἲ人ᮏ㒊とする。 
㸦㛤♧ㄳồの⿵ṇ㸧 
➨㸳᮲ ᮏ学園は、情報㛤♧ㄳồ᭩に形式上の不備があるときは。㛤♧ㄳồ⪅に対し┦当のᮇ

㛫を定めて⿵ṇをồめることができる。 
㸦㛤♧のỴ定㸧 
➨㸴᮲ ➨㸱᮲➨㸯㡯に定めるもの以外の情報の㛤♧は、当ヱ情報を保᭷する㒊⨫の㛗とἲ人

ᮏ㒊㛗と⌮事㛗が協㆟し、双方の合意をもって㛤♧または不㛤♧のỴ定を⾜なうものとす

る。 
㸦不㛤♧情報㸧 
➨㸵᮲ 㛤♧ㄳồがあったときは、㛤♧ㄳồにかかる情報にḟの各号に掲げる情報㸦以下「不

㛤♧情報」という。㸧のいずれかがグ㘓されている場合は不㛤♧とする。 
㸦㸯㸧個人に㛵する情報㸦事ᴗを営む個人の当ヱ事ᴗに㛵する情報を㝖く。㸧であって当ヱ 

情報に含まれるẶ名、⏕年᭶᪥その他のグ㏙➼により、≉定の個人を㆑別することがで 
きるもの㸦他の情報と↷合することにより、≉定の個人を㆑別することができることと 
なるものを含む。㸧または≉定の個人を㆑別することはできないが、公にすることによ 
り個人のᶒ利利┈を害するおそれのあるもの。ただしḟに掲げる情報を㝖く。 
ア ἲ令のつ定によりまたは慣⾜として公にされ、または公にすることが予定されてい



るもの。 
イ 人の⏕命、健康、⏕ά、または㈈⏘を保ㆤするため、公にすることが必せであると

ㄆめられるもの。 
 㸦㸰㸧ἲ人その他の団体㸦以下「ἲ人➼」という。㸧に㛵する情報または事ᴗを営む個人の

当ヱ事ᴗに㛵する情報であって、ḟに掲げるもの。ただし、人の⏕命、健康、⏕ά、ま

たは㈈⏘を保ㆤするため公にすることが必せであるとㄆめられる情報を㝖く。 
   ア 公にすることにより、当ヱἲ人➼または当ヱ個人のᶒ利、地位その他ṇ当な利┈を

害するおそれのあるもの。 
   イ ἲ人➼のせㄳを受けて、公にしないとの᮲件で任意に提供されたもの、その他㛤♧

しないことが当ヱ情報の性㉁、当の≧ἣに↷らして合⌮ⓗであるとㄆめられるもの。 
 㸦㸱㸧ᮏ学園およびἲ人➼の内㒊または┦互㛫における審㆟、᳨ウまたは協㆟に㛵する事㡯 

であって、公にすることにより、⋡┤な意ぢの交換もしくは意思Ỵ定の中❧性が損なわ 
れるおそれ、または≉定の⪅に不当に利┈を与えもしくは不利┈を及ぼすおそれがある 
もの。 

 㸦㸲㸧国のᶵ㛵、⊂❧⾜政ἲ人➼、地方公共団体および地方⊂❧⾜政ἲ人との事務または事

ᴗに㛵する情報であって、公にすることにより当ヱ事務または事ᴗの㐺ṇな㐙⾜に支㞀

を及ぼすおそれがあるもの。 
 㸦㸳㸧公にすることにより、ⴭ作⪅のᶒ利を侵害するおそれがあるもの。 
㸦㒊分㛤♧㸧 
➨㸶᮲ ᮏ学園は、㛤♧ㄳồにかかる情報に不㛤♧情報がグ㘓されている場合において、不㛤 

♧情報である㒊分を容᫆に区分または加工して㝖くことができるときは、当ヱ㒊分を㝖いた 
㒊分につき㛤♧Ỵ定を⾜なうことができる。 

㸦公┈上の⌮⏤による㔞ⓗ㛤♧㸧 
➨㸷᮲ ᮏ学園は、㛤♧ㄳồに係る情報に不㛤♧情報がある場合であっても、公┈上≉に必せ

があるとㄆめるときは、㛤♧ㄳồ⪅に対し当ヱ情報を㛤♧することができる。 
㸦情報の存否の㛤♧➼㸧 
➨ 10 ᮲ 㛤♧ㄳồに対し、当ヱ情報ㄳồにかかる情報が存在しているか否かを⟅えるだけで、

不㛤♧情報を㛤♧することとなるときは、当ヱ情報の存在を᫂らかにしないで㛤♧ㄳồを拒

否することができる。 
㸦㛤♧Ỵ定➼のᮇ㝈㸧 
➨ 11 ᮲ 㛤♧Ỵ定➼は、㛤♧ㄳồがあった᪥から㸱㸮᪥以内に⾜う。ただし、➨㸳᮲のつ定

により⿵ṇをồめた場合、当ヱ⿵ṇにせした᪥数は当ヱᮇ㛫に⟬入しない。 
㸰 前㡯のつ定に㛵わらず、事務処⌮上の困㞴その他ṇ当な⌮⏤があるときは、同㡯につ定す

るᮇ㛫を㸱㸮᪥以内に㝈り延㛗することができる。この場合には㛤♧ㄳồ⪅に対し㐜なく

᭩㠃により㏻▱する。 
㸦㛤♧Ỵ定➼のᮇ㝈の≉例㸧 
➨ 12 ᮲ 㛤♧ㄳồに係る情報がⴭしく大㔞であるため、㛤♧ㄳồがあった᪥から㸴㸮᪥以内

にそのすべてについて㛤♧Ỵ定➼をすることにより事務の㐙⾜にⴭしい支㞀が⏕ずるおそ

れがある場合には、前᮲のつ定に㛵わらず㛤♧ㄳồにかかる情報のうち┦当の㒊分につき当



ヱᮇ㛫内に㛤♧Ỵ定➼を⾜い、この場合には㛤♧ㄳồがあった᪥から㸱㸮᪥以内に㛤♧ㄳồ

⪅に対し᭩㠃により㏻▱する。 
㸦㛤♧の実➼㸧 
➨ 13 ᮲ 情報の㛤♧は、㛤♧ㄳồ⪅に対し、㜀ぴまたは写しの交付㸦㟁☢ⓗグ㘓については

⏝⣬に出力したものの㜀ぴまたは交付㸧により⾜うものとする。ただし、㟁☢ⓗグ㘓につい

ては、その✀別、情報化の㐍展≧ἣ➼を勘し、⏝⣬に出力したものの㜀ぴまたは交付以外

の方ἲにより⾜うことがある。 
㸰 情報の㛤♧は、ᮏ学園の定める場所において⾜うものとする。 
㸱 㛤♧にせする⤒㈝㸦⏝⣬、コピー代➼㸧は実㈝を徴収するものとする。 
㸲 㛤♧を受ける⪅が写しの㏦付による㛤♧を希ᮃする場合は、これを㏦付するものとする。

この場合、㛤♧を受ける⪅から、前㡯につ定する実㈝のほか㒑㏦料を㒑便切手で受㡿するも

のとする。 
㸦情報㛤♧審㆟委員会㸧 
➨ 14 ᮲ 情報㛤♧にかかるỴ定に対して␗㆟の⏦し❧てがあったときは、情報㛤♧審㆟委員

会㸦以下「審㆟委員会」という。㸧をタ⨨し、当ヱ␗㆟の⏦❧人に対し審㆟を⾜う᪨を㏻▱

するものとする。 
㸰 審㆟委員会は、ḟに掲げる委員をもって⤌⧊し、当ヱ␗㆟の⏦し❧てに対する審㆟を⾜う。 
 㸦㸯㸧⌮事㛗 
 㸦㸰㸧⌮事㛗が指名した⌮事  㸯名 
 㸦㸱㸧学外の᭷㆑⪅     ⱝ干名 
 㸦㸲㸧教⫋員        ⱝ干名 
㸱 前㡯➨㸰号、➨㸱号および➨㸲号の委員は、⌮事㛗が件ごとに指名する。 
㸲 審㆟委員会の委員㛗は⌮事㛗をもって充てる。 
㸳 委員㛗は委員会の㆟㛗となる。 
㸴 審㆟委員会は、㐣半数の出席により成❧し、㆟事は出席委員の㐣半数をもってỴする。可

否同数の場合は、委員㛗のỴするところによる。 
㸵 ᮏ学園は、審㆟委員会の審㆟⤖ᯝにもとづき、ᮏ学園の⌮事会において当ヱ␗㆟の⏦し❧

てに対するỴ定を⾜い、␗㆟の⏦❧人に対し審㆟⤖ᯝを㏻▱する。 
㸶 審㆟委員会の事務はἲ人ᮏ㒊⥲務㒊が所掌する。 
㸦㐺ṇ⟶⌮㸧 
➨ 15 ᮲ 㒊⨫の㛗は、情報の₃ὤ、⁛失、ẋ損および改ざん㜵Ṇその他、安全⟶⌮のために

必せな措⨨をㅮじなければならない。 
㸰 㒊⨫の㛗は、情報を取り扱う所属員に対し、安全⟶⌮が図られるよう必せかつ㐺切な┘╩

を⾜わなければならない。 
㸱 㒊⨫の㛗は所㎄の情報をその利⏝┠ⓗの㐩成に必せな⠊囲において、ṇ☜かつ᭱新の≧態

に保つよう努めなければならない。 
㸦⿵則㸧 
➨ 16 ᮲ このつ⛬に定めるもののほか、情報公㛤の実に㛵し必せな事㡯はᮏ学園が別に定

める。 



 
㝃則 
㸯 このつ⛬は令和㸱年㸲᭶㸯᪥から⾜する。 
 
 
別⾲ 

情報の区分 公㛤する情報 
㸦㸯㸧学園および学ᰯの 
   の基ᮏ情報 

① 寄付⾜Ⅽ 
② 建学の⢭⚄、教⫱⌮念および教⫱┠ᶆ 
③ 学園のἢ㠉 
④ ⌮事名⡙ 

㸦㸰㸧㈈務および┘ᰝ 
に㛵する情報 

 
 
 

① 事ᴗ報告᭩ 
② ㈚借対↷⾲ 
③ 収支ィ⟬᭩ 
④ ㈈⏘┠㘓 
⑤ ┘事の┘ᰝ報告᭩ 

㸦㸱㸧教⫱ά動に㛵する

情報 
① 学ᰯ情報 
② 㸱つのポリシー 
③ 学ᰯの学則および実⣽則 
④ 修学支援に㛵するᶵ㛵せ件⏦ㄳ᭩ 
⑤ 実務⤒㦂のある教員➼による授ᴗ⛉┠一ぴ 
⑥ シラバス㸦情報㛤♧ㄳồを⤒て⾜う㸧 
⑦ ᮾᾏㄪ⌮〇Ⳬ専㛛学ᰯ GPA 制度の取扱いに㛵わるつ⛬ 
⑧ 入ヨせ㡯 

㸦㸲㸧ホ価に㛵する情報 ① ⮬己Ⅼ᳨・ホ価および学ᰯ㛵係⪅ホ価報告᭩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


